
愛知県中小企業融資制度一覧 2026年4月1日現在

制度名・資金名 略称 融資対象者 別枠
責任
共有

掲載頁

小規模企業等振興資金

通常資金 振 従業員50人（商業・サービス業30人）以下の中小企業者 対象 15

小口資金 振小 従業員20人（商業・サービス業は5人）以下の中小企業者 対象外 16

一般事業資金

一般事業資金 一般事業 中小企業者 対象 35

中小企業組織強化資金

短期運転資金 組短 商工中金の融資対象資格がある組合 － － 37

環セ80 信用保険法第2条第5項第5号、第7号、第8号の認定を受けた中小企業者 別枠 対象 40

環セ100 信用保険法第2条第5項第1号、第2号、第3号、第4号、第6号の認定を受けた中小企業者 別枠 対象外 40

　経済対策特別 環特 売上高等が減少している中小企業者 対象 41

　条件変更改善 環条 返済条件の緩和を行っている既存の融資を借り換える中小企業者 対象 42

　大規模危機対応 環危 信用保険法第2条第6項の認定を受けた中小企業者 別枠 対象外 43

環力一般 認定経営革新等支援機関の支援を受け、事業計画の策定や実行等を行う中小企業者 対象 44

環力5号 上記のうち信用保険法第2条第5項第5号の認定を受けた中小企業者 別枠 対象 44

環借換一般 既往の保証付き融資を借り換える中小企業者 対象 46

環借換5号 上記のうち信用保険法第2条第5項第5号の認定を受けた中小企業者 別枠 対象 46

協調支援 環協調 保証付き融資とプロパー融資を同時に受ける又は経営行動計画の策定や実行等を行う中小企業者 対象 47

モニタリング強化 環モニ 認定経営革新等支援機関と連携し、経営状況等の報告を行う中小企業者 対象 48

短期 環災短 自然災害等により被害を受け被災証明等を受けている中小企業者 対象 49

長期 環災長 自然災害等により被害を受け被災証明等を受けている中小企業者 対象 49

大規模災害 環災大 信用保険法第2条第5項第4号の認定を受けた又は激甚災害の被災中小企業者 別枠 対象外 50

　設備投資促進枠 環設 事業上の設備投資を行う中小企業者 対象 51

　補助金つなぎ 環補助 国や地方自治体等から補助金の交付決定を受けた中小企業者 対象 51

　経営革新計画 環企新 中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認を受けた中小企業者 別枠 対象 52

　海外展開 環海 海外展開に係る事業に取組む中小企業者 別枠 対象 53

　地域未来投資 環未来 地域経済牽引事業計画の承認を受けた中小企業者 別枠 対象 54

　防災 環防 事業継続力強化計画等を策定し認定を受けた中小企業者 別枠 対象 55

施策推進枠 環施策 県の実施する施策に伴う認証を受けた中小企業者 対象 56

　金融機関提案型 別に定める 取扱金融機関ごとに別に定める中小企業者 対象 82

　創業  環創 創業者又は創業者である中小企業者 対象外 58

　再挑戦 環創再 再挑戦支援保証を利用する創業者又は創業者である中小企業者 対象外 60

　経営者保証免除 環創SSS 創業者又は創業者である中小企業者 対象外 62

環再サ 事業再生計画に従って事業再生を行う中小企業者 別枠 一部対象 64

環再経再 上記のうち資材高騰や物価高、人手不足等の影響を受けた中小企業者 別枠 一部対象 64

環承経 経営承継円滑化法第12条第1稿第1号ｲ、第2号ｲの認定を受けた中小企業者 別枠 対象 66

環承経準 経営承継円滑化法第12条第1稿第1号ﾛ、第2号ﾛ、第1号ﾊの認定を受けた中小企業者 別枠 対象 66

環承経特 経営承継円滑化法第12条第1稿第1号ｲの認定を受けた中小企業者の代表者個人 別枠 対象 68

環承経特準 経営承継円滑化法第12条第1稿第3号の認定を受けた事業を営んでいない個人 別枠 対象 68

経営承継借換 環承借換 経営承継円滑化法第12条第1稿第1号ﾆの認定を受けた会社である中小企業者 別枠 対象 70

事業承継特別 環承特 事業承継した又は事業承継計画を有する法人であり財務要件を満たす中小企業者 対象 71
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